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パ
リ
協
定
の
批
准
案
の
閣
議
決
定
の
遅
れ
た
理
由
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
十
一
日
の
閣
議
で
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
新
し
い
枠
組
み
「
パ
リ
協
定
」
の
批
准
案
（
「
本

案
」
と
い
う
。
）
を
閣
議
決
定
し
た
。

パ
リ
協
定
は
京
都
議
定
書
に
代
わ
る
地
球
温
暖
化
対
策
の
新
枠
組
み
で
あ
り
、
昨
年
末
の
第
二
十
一
回
締
約
国
会
議
（
Ｃ
Ｏ

Ｐ
�
�
）
で
採
択
さ
れ
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
四
日
に
発
効
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

岸
田
文
雄
外
相
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
十
一
日
午
前
の
記
者
会
見
で
、
「
本
日
、
「
パ
リ
協
定
」
の
締
結
に
つ
き
、
国
会

承
認
を
求
め
る
閣
議
決
定
を
行
い
ま
し
た
。
今
後
、
国
会
で
速
や
か
な
ご
承
認
を
い
た
だ
け
る
よ
う
全
力
を
尽
く
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
」
と
表
明
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
パ
リ
協
定
の
発
効
の
日
と
本
案
の
閣
議
決
定
、
国
会
で
行
わ
れ
る
だ
ろ
う
審
議
の
間
に
は
、
あ
ま
り
に
も

時
間
的
な
余
裕
が
な
く
、
政
府
の
地
球
温
暖
化
対
策
へ
の
取
り
組
み
に
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

パ
リ
協
定
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
十
日
ま
で
に
ア
メ
リ
カ
や
中
国
、
イ
ン
ド
な
ど
主
な
排
出
国
を
含
む
七
十
五
か
国
が

締
結
し
て
お
り
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
四
日
に
発
効
す
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
政
府
の
本
案
の
閣
議
決
定
が
こ
こ
ま
で

遅
く
な
っ
た
理
由
は
何
か
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

一



二

今
後
の
国
会
で
の
本
案
の
審
議
日
程
を
勘
案
す
れ
ば
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
七
日
か
ら
モ
ロ
ッ
コ
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
始

ま
る
国
連
の
会
議
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
�
�
に
合
わ
せ
て
開
か
れ
る
パ
リ
協
定
の
第
一
回
締
約
国
会
合
に
は
、
日
本
が
締
約
国
と
し
て

参
加
す
る
の
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
我
が
国
は
世
界
の
地
球
温
暖
化
対
策
で
主
導
権
を
握
れ
な
い
可
能
性
が

あ
る
が
、
政
府
は
こ
の
責
任
を
ど
う
認
識
し
て
い
る
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


